SNS運用に関する業務基本契約書

●●株式会社（以下「甲」という。）と●●株式会社または個人事業主●●（以下「乙」という。）は、甲が乙に委託するSNS運用業務に関し、以下のとおり業務基本契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条（目的）
本契約は、甲が乙に対し、SNS（X（旧Twitter）、Instagram、TikTok、YouTube、Facebookその他甲が指定するプラットフォームをいう。）における企画・運用・投稿制作・分析業務等（以下「本業務」という。）を委託し、乙がこれを受託するにあたり、両当事者間の基本的条件を定めることを目的とする。

第2条（業務内容の範囲）
乙が行う本業務の具体的内容は、個別契約書、発注書またはメールその他書面による指示に基づくものとし、以下を含むものとする。
1. SNSアカウントの運用方針・企画・カレンダー作成
2. 投稿コンテンツの企画・文案・画像・動画の作成
3. コメント・DM対応等のコミュニケーション支援（必要に応じて）
4. アナリティクス分析、レポート作成、改善提案
5. 広告配信に関する補助または設定支援（別途同意がある場合に限る）

第3条（個別契約）
1. 本契約は、甲乙間の業務委託関係の基本を定めるものであり、具体的な業務の内容・報酬・納期等は、個別契約書または発注書によって定めるものとする。
2. 個別契約の内容が本契約と抵触する場合は、個別契約の定めが優先する。

第4条（再委託の制限）
乙は、甲の事前の書面承諾を得ない限り、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。ただし、甲が特に認めた場合はこの限りでない。

第5条（業務の遂行）
1. 乙は、甲の指示に従い、誠実かつ専門的な技能をもって本業務を遂行するものとする。
2. 乙は、業務遂行にあたり法令、各SNSプラットフォームの利用規約、並びに公序良俗を遵守し、他者の権利を侵害してはならない。
3. SNS上で炎上・批判・権利侵害等のリスクが発生するおそれがある場合、乙は速やかに甲へ報告し、対応方針を協議するものとする。

第6条（報酬および支払方法）
1. 甲は、乙に対し、個別契約に定める報酬を支払うものとする。
2. 支払期日・支払方法は、別途合意する請求書・発注書に従う。
3. 報酬には、乙が本業務遂行のために要した一切の経費（通信費・交通費・人件費・ソフトウェア利用料等）が含まれるものとする。ただし、甲が事前に承認した実費については別途精算を行うことができる。

第7条（秘密保持）
1. 乙は、本契約及び本業務の遂行に関連して知り得た甲の営業上・技術上・人事上その他一切の情報（SNSアカウント情報を含むがこれに限られない。）を第三者に漏えいまたは不正に使用してはならない。
2. この義務は、本契約終了後も3年間有効に存続する。

第8条（著作権等の帰属）
1. 本業務の成果物（投稿文案、画像、動画、レポート、戦略資料等）の著作権（著作権法第27条および第28条の権利を含む。）は、甲が報酬を全額支払った時点で甲に帰属する。
2. 乙は、成果物に第三者の著作物・肖像・商標等を利用する場合には、必ず権利者の許諾を得なければならない。
3. 乙は、成果物について、自己の制作実績として第三者に公表する場合、甲の事前承諾を要する。

第9条（契約期間）
1. 本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。
2. 期間満了の1か月前までに甲または乙から書面による解約の意思表示がない場合、本契約は自動的に同一条件で1年間更新される。

第10条（契約の解除）
甲または乙は、相手方に以下の各号の一に該当する事由が生じた場合、何らの催告を要せずして本契約を解除できるものとする。
1. 本契約または個別契約に違反し、相当期間を定めて是正を求めてもなお改善がない場合
2. 支払停止、破産、民事再生手続等の申立がなされた場合
3. 業務遂行が著しく困難または不適切と認められる行為があった場合
4. 甲のブランド価値を毀損する行為、虚偽表示、誤情報発信等を行った場合

第11条（損害賠償）
乙が本契約に違反し、甲または第三者に損害を与えた場合、乙はその一切の損害（弁護士費用を含む。）を賠償するものとする。

第12条（業務成果物の検査・修正）
甲は、乙が提出した成果物を検査し、不備または修正が必要な場合には乙に修正を求めることができる。乙は速やかにこれに対応するものとする。

第13条（禁止行為）
乙は、以下の行為をしてはならない。
1. 甲の名義で無断投稿・削除・広告出稿を行う行為
2. アカウント情報の第三者への提供・流用
3. 不正アクセス、虚偽情報の掲載、公序良俗に反する表現の使用
4. 甲の競合他社と利益相反となる業務を並行して行う行為（甲の承諾がある場合を除く）

第14条（反社会的勢力の排除）
甲および乙は、自己または役員等が反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたりこれに該当しないことを保証する。違反が判明した場合、相手方は直ちに本契約を解除できる。

第15条（契約終了後の措置）
1. 契約終了後、乙は、甲から提供された資料・データ・アカウント情報を直ちに返却または消去するものとする。
2. 乙は、契約終了後においても、秘密保持義務および著作権等に関する義務を負う。

第16条（不可抗力）
地震、火災、停電、通信障害、SNSプラットフォームの仕様変更・停止、法令改正その他不可抗力により業務遂行が不可能となった場合、当事者はその責任を負わない。

第17条（契約の地位の譲渡）
乙は、甲の書面による事前承諾なく、本契約に基づく地位または権利義務を第三者に譲渡・担保提供してはならない。

第18条（協議および管轄）
1. 本契約に定めのない事項または疑義が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議し、円満に解決を図る。
2. 本契約に関する訴訟が必要となった場合、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第19条（存続条項）
第7条（秘密保持）、第8条（著作権等の帰属）、第11条（損害賠償）、第13条（禁止行為）、第15条（契約終了後の措置）、本条は、本契約終了後も有効に存続する。
以上、本契約締結の証として、本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。

●●年●月●日

甲：●●株式会社
住所：〒●●●-●●●● 東京都●●区●●町●丁目●番地
代表者名：●●●●　印

乙：●●株式会社／●●（個人事業主）
住所：〒●●●-●●●● 東京都●●区●●町●丁目●番地
代表者名：●●●●　印

